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令和３年９月豊橋市議会定例会 

 

〔Ｒ３．８．３０ 議運資料〕 

 

 

○ 提出事件 

 

予 算 案      ２ 件 （３） 

 

 決算認定   １０ 件 （１１） 

 

条 例 案        １ 件 （２） 

 

単 行 案        ８ 件 （１７） 

 

報  告    ９ 件 （８） 

 

 

以 上       ３０ 件 （４１） 

 

                       （ ）内は、令和２年の件数 

・招集告示   ８月３０日（月） 

・招集日    ９月 ６日（月） 

・議案送付   ９月 ３日（金） 
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９月市議会定例会議案概要説明書 

 

〔 条 例 案 〕        

 

議案第８１号   豊橋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

                               （人事課） 

市職員の特殊勤務手当の適正化を図るため、現行条例の一部を改正するもの 

 

１ 危険手当の増額 

  著しく危険な業務として、感染症患者等の救護及び原因調査等の業務及び市民病院

における感染症患者等の入院医療業務のうち心身に著しい負担を与える業務を行う職

員に対し、危険手当の加算を行うため、日額上限を増額するもの 

改正後 改正前 

日額６００円以内 日額５３０円以内 

 

２ 夜間看護等手当及び加算額の支給対象職員の拡大 

  市民病院において、深夜（２２時～５時）時間帯における交代制勤務を行っている

技能労務職給料表の適用を受ける介護福祉士に対し、夜間看護等手当及び加算額を支

給するもの 

手当の種類 勤務内容 手当の額 

夜間看護等手当 

（技能労務職） 

深夜勤務１回（全部） ６，６００円 

〃   （４時間以上） ３，６００円 

〃   （２時間以上４時間未満） ３，３００円 

〃   （２時間未満） ２，０００円 

 

手当の加算額 支給要件 加算額 

夜間看護等手当

の加算額 

（技能労務職） 

夜間看護等手当の支給を

受ける勤務の回数が１か

月において９回以上の場

合 

１，２００円＋９回を超える勤務の回

数×１，５００円 

 

（令和３年１０月１日から施行） 
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〔 単 行 案 〕 

 

議案第８２号   新たに土地が生じたことの確認について 

（行政課・みなと振興課） 

 愛知県がふ頭用地とするため、本市神野西町一丁目地先公有水面を埋め立て、新たに

土地が生ずることとなったため、地方自治法第９条の５第１項の規定により、これを確

認するもの 

 

１ しゅん功面積     ９４，０２６．０４㎡ 

２ しゅん功認可年月日  令和３年６月１４日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第８３号   公有水面埋立てに伴う町の区域の変更について 

（行政課・みなと振興課） 

 新たに土地が生じたことの確認に伴い、地方自治法第２６０条第１項の規定に基づき、

令和３年１０月１日から当該区域を神野西町一丁目に編入するもの 
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議案第８２号・議案第８３号参考図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡       例 

 確認区域及び 

町編入区域 

神野西町 

神野ふ頭町 

明海町 

神野新田町 
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議案第８４号   工事請負契約締結について 

（契約検査課・教育政策課） 

１ 工 事 名  芦原小学校南校舎長寿命化改良工事 

２ 工 事 内 容  ・鉄筋コンクリート造３階建 

          延べ床面積 ３，５６２㎡（改修部分） 

区 分 室 名 

１階 

会議室、校長室、職員室、保健室、相談室、放送

室、録音室、印刷室、生活科室、多目的室、用務

員室、更衣室、倉庫、配膳室、便所（２） 

２階 
普通教室（７）、図書室、図書準備室、工作室、工作

準備室、配膳室、便所（２） 

３階 普通教室（８）、音楽室、特活室、配膳室、便所（２） 

・内部改修 一式 

         ・外部改修 一式 

３ 落札年月日  令和３年７月３０日 

４ 契 約 価 格  ４１８，０００，０００円 

 （予 定 価 格  ４２０，５３０，０００円） 

  落 札 率  ９９．４％ 

５ 請 負 人  （株）ニシ 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（総合評価落札方式）（応札２社） 
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議案第８５号   工事請負契約締結について 

（契約検査課・教育政策課） 

１ 工 事 名  岩西小学校北・中校舎長寿命化改良工事（詳細設計付） 

２ 工 事 内 容  ・鉄筋コンクリート造３階建 

          延べ床面積 ４，４９８㎡（改修部分） 

区 分 室 名 

北校舎 

１階 
普通教室（５）、便所 

北校舎 

２階 
普通教室（５）、図書室、便所 

北校舎 

３階 

図書室、音楽室、家庭科室、家庭科準備室、理科

室、理科準備室、便所 

中校舎 

１階 

校長室、職員室、保健室、放送室、印刷室、用務

員室、用務員作業室、更衣室、書庫、配膳室、便

所 

中校舎 

２階 

普通教室（３）、相談室、特活室（２）、更衣室、配

膳室、便所 

中校舎 

３階 

普通教室（３）、コンピュータ室、特活室（２）、配

膳室、便所 

・建築工事     一式 

         ・電気工事     一式 

         ・管工事      一式 

         ・仮設校舎設置工事 一式 

３ 落札年月日  令和３年７月３０日 

４ 契 約 価 格     ９２９，５００，０００円 

 （予 定 価 格  １，００２，９８０，０００円） 

  落 札 率  ９２．７％ 

５ 請 負 人  神野・シンデンコー・中部技術サービス・オザキ特定建設工事共同

企業体 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（総合評価落札方式）（応札３企業体） 
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議案第８６号   工事請負契約締結について 

（契約検査課・教育政策課） 

１ 工 事 名  本郷中学校南校舎大規模改造工事 

２ 工 事 内 容  ・鉄筋コンクリート造４階建 

          延べ床面積 ２，４８７㎡（改修部分） 

 区 分 室 名 

１階 普通教室（５）、休憩室、倉庫、配膳室、便所 

２階 普通教室（５）、配膳室、便所 

３階 普通教室（４）、特活室、配膳室、便所 

４階 
機械室、音楽室、音楽準備室、被服室、被服準備

室、特活室、倉庫、便所  
・内部改修 一式 

         ・外部改修 一式 

３ 落札年月日  令和３年７月３０日 

４ 契 約 価 格  ２５８，５００，０００円 

 （予 定 価 格  ２６０，８１０，０００円） 

  落 札 率  ９９．１％ 

５ 請 負 人  丸昇彦坂建設（株） 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（総合評価落札方式）（応札２社） 

 

 

 

 

 

議案第８７号   物品購入契約締結について 

 （契約検査課・消防本部総務課） 

１ 物 品 名  小型動力ポンプ付積載車 

２ 数   量  ３台 

３ 落札年月日  令和３年７月１９日 

４ 契 約 価 格  ２６，５４５，３８０円 

５ 購 入 先  平和機械（株） 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（応札２社） 
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議案第８８号   損害賠償の額の決定について 

（市民病院医療安全管理室） 

 豊橋市民病院において発生した医療事故について、次のとおりこれを賠償するもの 

 

１ 損害賠償の額 

３，５００，０００円 

 

２ 事故の概況等 

平成２４年１２月３日、右膝脂肪腫性母斑の患者に対して皮膚腫瘍切除術を実施

した。術後から右下肢にしびれ及び感覚鈍麻があり、退院後も症状が持続したため、

同月１４日に本人が本院整形外科を受診したところ右外側腓
 ひ

腹皮神経の損傷が疑わ

れ、以後本院への通院にて投薬治療及び経過観察を継続した。 

平成２９年５月２日、これ以上の回復が見込めないため症状固定と判断したとこ

ろ、相手方が、手術による神経損傷の危険性についての説明が不足していたとして

損害賠償を求め、その後の協議により、双方３，５００，０００円で和解すること

で合意するものである。 

 

 

 

 

議案第８９号   田原市と豊橋市との間の広域ごみ処理施設の整備運営に関する事務

の受託に関する協議について 

                                （施設建設室） 

広域ごみ処理施設の整備運営に関する事務を本市が行うに当たり、新たに田原市と地

方自治法第２５２条の１４第１項の規定に基づき、協議により規約を定め、事務を受託

するもの 

 

 （令和３年１１月１日から施行） 
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〔 報 告 〕                                  

 

報告第２４号   令和２年度豊橋市内部統制評価報告書について 

（行政課） 

地方自治法第１５０条第６項の規定により、内部統制に関する評価報告書を議会へ提

出するもの 

 

１ 整備及び運用に関する事項 

 本市は、令和２年４月１日に「豊橋市内部統制基本方針」を策定し、財務に関する 

事務に係る内部統制体制の整備及び運用を行っている。 

 

２ 評価手続 

 令和２年度を評価対象期間とし、令和３年３月 31 日を評価基準日として、国のガイ 

ドラインに基づき内部統制の評価を実施した。 

  

３ 評価結果  

全庁的な内部統制は有効に整備され、かつ、運用されていたが、業務レベルの内部 

統制は有効に整備されているものの、運用上の重大な不備を把握したことから、本市

の内部統制は評価対象期間において有効に運用されていないと判断した。 

 

４ 不備の是正に関する事項 

  運用上の重大な不備２件について、必要な対応策を講じた。 
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報告第２５号   出資法人の経営状況について 

（行政課） 

 地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、出資法人の経営状況について議会に

報告するもの 

 

法人名 出資比率 

豊橋市土地開発公社 １００.０％ 

（公財）豊橋市国際交流協会 ９９.０％ 

（公財）豊橋市学校給食協会 ８３.３％ 

（株）道の駅とよはし ６５.０％ 

（公財）豊橋みどりの協会 ６２.６％ 

（公財）豊橋文化振興財団 ５１.２％ 

（株）東三河食肉流通センター ３７.５％ 

（公財）豊橋市体育協会 ３７.３％ 

豊橋駐車場（株） ３４.９％ 

穂の国とよはし電力（株） ３３.４％ 

三河港コンテナターミナル（株） ３３.３％ 

豊橋ステーションビル（株） ２５.０％ 

（株）豊橋まちなか活性化センター ２５.０％ 
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報告第２６号   専決処分の報告について 

（契約検査課・教育政策課） 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている変更契約の締結について、同条第２項の規定により報告するもの 

 

１ 専 決 年 月 日  令和３年８月４日 

２ 変更する議決  令和２年第１２１号議決 

          工事請負契約締結について（本郷中学校中校舎大規模改造工事） 

３ 変 更 内 容     

契約価格 

変更前 ２６４，０００，０００円 

変更後 ２６７，５９４，８００円 

差引き ３，５９４，８００円 

・外壁改修の施工数量の変更等のため 
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報告第２７号   専決処分の報告について 

 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている１件１００万円以内の次の損害賠償について、同条第２項の規定により報

告するもの 

 

１（１）専 決 年 月 日   令和３年７月２９日 

（２）損害賠償の額   ２８，２７０円 

（３）事 故 の 概 況   令和３年６月１日午前１０時４５分頃、資源化センターに

おいて、荷下ろしを終えた相手方所有の普通乗用自動車が

敷地内通路を走行中、当該通路に落ちていた金属片を左前

輪で踏み、相手方車両が損傷したもの 

（豊橋市過失割合 １００％） 

 

２（１）専 決 年 月 日   令和３年８月５日 

（２）損害賠償の額   ６１０，５００円 

（３）事 故 の 概 況   令和３年４月２７日午後１時３０分頃、資源化センターの

西工場棟内において、相手方所有の普通貨物自動車に積載

されたパレットを、本市職員（環境部資源化センター）が

ショベルローダーにより押して下ろそうとしたところ、当

該パレット及びショベル部分が相手方車両に接触したこと

により、当該車両を損傷させたもの 

（豊橋市過失割合 １００％） 

 

３（１）専 決 年 月 日   令和３年８月２３日 

（２）損害賠償の額   ９２０，５８４円 

（３）事 故 の 概 況   令和３年６月２３日午後３時頃、玉川小学校において、消

防設備の法定点検を実施した際、中庭駐車場の地面から水

が染み出してきたため、点検後再度通水し水圧をかけて状

況を確認したところ、老朽化していた埋設配管に穴があき、

地上に向けて水が噴き出したことにより、飛散した砂利等

が駐車中の相手方所有の普通乗用自動車に当たり、相手方車

両を損傷させたもの 

（豊橋市過失割合 １００％） 
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４（１）専 決 年 月 日   令和３年８月２３日 

（２）損害賠償の額   １８５，９４４円 

（３）事 故 の 概 況   令和３年７月２６日午前９時３０分頃、嵩山小学校駐車場

において、本市職員（教育部教育政策課）が除草作業をし

ていたところ、草刈機が小石を跳ね飛ばし、駐車中の相手

方所有の普通乗用自動車の左フロントドアガラスに当た 

り、相手方車両を損傷させたもの 

（豊橋市過失割合 １００％） 

 

 


